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市第27号議案 

   横浜市市税条例等の一部改正 

 横浜市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和２年９月３日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市市税条例等の一部を改正する条例 

（横浜市市税条例の一部改正） 

第１条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部

を次のように改正する。 

第21条第５項中「第９項」を「第14項」に改める。 

第26条の２第１項の表中「第 292 条第１項第４号の５」を「第

292 条第１項第４号の２」に改め、同条第２項中「、同項第２号

の連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連

結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは

同項第２号の期間又は同項第３号」に改め、同条第５項を削る。 

第29条中「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控

除額」に改める。 

第29条の４の２第１項中「第４条の７」を「第４条の３」に改

め、「又は各連結事業年度」を削り、同条第２項中「又は各連結

事業年度」を削る。 

第33条の６第４項中「第66条の７第４項及び第10項」を「第66

条の７第５項及び第11項」に改める。 

第34条第１項ただし書中「よって」を「より」に、「第 314 条

の２第５項」を「第 314 条の２第４項」に改め、同項第５号中「
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市第 27 号 

寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改め

る。 

第34条の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告

書」に改める。 

第34条の４の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告

書」に改め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」

を削る。 

第41条第４項中「よって」を「より」に、「は」を「には」に

改め、「これを」を削り、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該登録をしようとするときは、あらか

じめ、その旨を当該使用者に通知するものとする。 

第41条第９項中「第 343 条第９項」を「第 343 条第10項」に改

め、同項を同条第10項とし、同条中第８項を第９項とし、第５項

から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項を加

える。 

５ 法第 343 条第５項の規定に基づく政令で定める方法により探

索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合（

前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみ

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課

する。この場合において、当該登録をしようとするときは、あ

らかじめ、その旨を当該使用者に通知するものとする。 

第47条第２項中「第 349 条の３第28項」を「第 349 条の３第27

項」に改め、同条第３項中「第 349 条の３第29項」を「第 349 条

の３第28項」に改め、同条第４項中「第 349 条の３第30項」を「

第 349 条の３第29項」に改める。 
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第54条中「所有者」の次に「（第57条の３の規定により申告す

べき者を除く。）」を加える。 

第56条中「よって」を「より」に、「第41条第８項及び第９項

」を「第41条第９項及び第10項」に改める。 

第57条の２の次に次の１条を加える。 

第57条の３ 現所有者（法第 384 条の３に規定する現所有者をい

う。以下この条及び次条において同じ。）は、現所有者である

ことを知った日の翌日から３月を経過した日までに、次に掲げ

る事項を市長に申告しなければならない。 

(1) 現所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに次号に

規定する個人との関係 

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳

若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人

の住所及び氏名 

(3) 固定資産の種類及び所在地 

(4) その他市長が必要と認める事項 

第58条第１項中「第41条第８項及び第９項」を「第41条第９項

及び第10項」に、「よって所有者」を「より所有者」に、「又は

」を「若しくは」に、「よって申告すべき」を「より、又は現所

有者が前条の規定により申告すべき」に改める。 

第87条第１項中「よって」を「より」に、「第 469 条第２項」

を「第 469 条第３項」に改める。 

第 130 条第２項中「第８項及び第９項」を「第９項及び第10項

」に改める。 

附則第７条及び第８条を次のように改める。 
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（寄附金税額控除の特例の対象となる請求権の放棄） 

第７条 法附則第60条第３項に規定する条例で定めるものは、新

型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第25号）第５条第４

項に規定する指定行事の同条第１項に規定する中止等により生

じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放

棄の全てとする。 

第８条 削除 

附則第９条第１項中「、第２号及び第６号」を「及び第５号」

に、「第33項、第38項、第44項、第45項並びに第47項」を「第30

項、第34項、第38項、第39項並びに第41項」に、「又は第15条の

３」を「、第15条の３、第61条第１項又は第62条」に改め、「第

15条の３まで」の次に「、第61条第１項又は第62条」を加え、同

条第３項を削り、同条第４項中「同項第６号」を「同項第５号」

に改め、同項を同条第３項とし、同条中第５項を第４項とし、第

６項を第５項とし、同条第７項中「附則第15条第33項」を「附則

第15条第30項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「

附則第15条第33項」を「附則第15条第30項」に改め、同項を同条

第７項とし、同条第９項中「附則第15条第33項」を「附則第15条

第30項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第10項中「附則第

15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、同項を同条第９項

とし、同条第11項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38項

」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「附則第15条第

45項」を「附則第15条第39項」に改め、同項を同条第11項とし、

同条第13項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第41項」に改
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め、同項を同条第12項とし、同条に次の１項を加える。 

13 法附則第62条に規定する条例で定める割合は、零とする。 

附則第12条第２項中「平成32年度」を「令和５年度」に改める

。 

附則第13条の３の３を次のように改める。 

（新築認定長期優良住宅に対して課する都市計画税の減額） 

第13条の３の３ 法附則第15条の７の規定は、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）の施行の日から

令和４年３月31日までの間に新築された同条第１項に規定する

認定長期優良住宅である住宅（法附則第15条の６第１項に規定

する住宅をいう。次条、附則第13条の７第１項及び附則第13条

の８第１項において同じ。）で法附則第15条の７第１項の規定

に基づく政令で定めるものに対して課する都市計画税について

準用する。この場合において、同項中「この条及び附則第15条

の９の２」とあるのは「横浜市市税条例（以下「条例」という

。）附則第13条の３の３第 1 項において読み替えて準用するこ

の条」と、「次項又は次条」とあるのは「条例附則第13条の３

の３第１項において読み替えて準用する次項」と、「この項」

とあるのは「同条第 1 項において読み替えて準用するこの項」

と、「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づ

く政令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、

同条第２項中「次条第１項、第３項又は第４項の規定の適用が

ある場合を除き、当該住宅」とあるのは「当該住宅」と、「住

宅にあってはこの項」とあるのは「住宅にあっては条例附則第

13条の３の３第 1 項において読み替えて準用するこの項」と、
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「政令で定めるところ」とあるのは「この項の規定に基づく政

令で定める算定の方法に準じて規則で定めるところ」と、「）

にあってはこの項」とあるのは「）にあっては同条第 1 項にお

いて読み替えて準用するこの項」と、同条第３項中「前２項」

とあるのは「条例附則第13条の３の３第 1項において読み替え

て準用する前２項」と、同条第４項中「前項」とあるのは「条

例附則第13条の３の３第 1 項において読み替えて準用する前項

」と、「同項」とあるのは「同条第 1 項において読み替えて準

用する前項」と、「第１項」とあるのは「同条第 1項において

読み替えて準用する第１項」と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、前項において読み替えて準用する法附則第15

条の７第１項又は第２項の規定による都市計画税の減額を受け

ようとする場合について準用する。この場合において、前条中

「同項又は同条第２項」とあるのは「次条第１項において読み

替えて準用する法附則第15条の７第１項又は第２項」と読み替

えるものとする。 

附則第13条の３の４第１項中「（法附則第15条の６第１項に規

定する住宅をいう。以下この条、附則第13条の７第１項及び附則

第13条の８第１項において同じ。）」を削り、「前条において」

を「前条第１項において読み替えて」に改め、同条第２項中「前

条において」を「前条第１項において読み替えて」に改める。 

附則第13条の７第１項、第13条の８第１項、第13条の８の２第

１項及び第13条の８の３第１項中「平成32年３月31日」を「令和

４年３月31日」に改める。 

附則第13条の９第１項中「平成32年３月31日」を「令和５年３
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月31日」に改める。 

附則第16条の６第３項中「令和２年９月30日」を「令和３年３

月31日」に改める。 

第２条 横浜市市税条例の一部を次のように改正する。 

第33条の６第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を

「第31項、第34項及び第35項」に、「第４項、第19項及び第23項

」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」

に、「第３項」を「第２項後段」に、「よって」を「より」に改

め、同条第２項中「よって」を「より」に、「第３項」を「第２

項後段」に、「同条第22項」を「同条第34項」に改め、同条第３

項中「よって」を「より」に、「その連結事業年度開始の日から

６月」を「その事業年度開始の日から６月経過日（同項に規定す

る６月経過日をいう。以下この項において同じ。）の前日まで」

に、「当該連結事業年度開始の日から６月」を「当該事業年度開

始の日から６月経過日の前日まで」に改め、同条第４項中「又は

各連結事業年度」を削り、「第66条の７第５項及び第11項又は第

68条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」

に、「第 321 条の８第24項」を「第 321 条の８第36項」に、「第

４項、第22項又は第23項」を「第34項又は第35項」に改め、同条

第５項中「又は各連結事業年度」を削り、「第66条の９の３第４

項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条

の９の３第３項及び第９項」に、「第 321 条の８第25項」を「第

321 条の８第37項」に、「第４項、第22項又は第23項」を「第34

項又は第35項」に改め、同条第６項中「第 321 条の８第26項」を

「第 321 条の８第38項」に、「第４項、第22項又は第23項」を「
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第34項又は第35項」に改め、同条第７項中「第 321 条の８第42項

」を「第 321 条の８第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項

」に改め、同条第８項中「第 321 条の８第44項」を「第 321 条の

８第54項」に改め、同条第10項中「第75条の４第２項（同法第81

条の24の３第２項において準用する場合を含む。以下この項にお

いて同じ。）の規定により同法第75条の４第２項」を「第75条の

５第２項の規定により同項」に改め、「若しくは同法第81条の24

の３第１項」を削り、「第 321 条の８第46項後段」を「第 321 条

の８第56項後段」に、「第75条の４第１項」を「第75条の５第１

項」に改め、「又は同法第81条の24の３第１項の規定により指定

する期間（同条第２項において準用する同法第75条の４第５項の

規定により当該期間として当該指定があったものとみなされた期

間を含む。）」を削り、同条第11項中「第 321 条の８第47項」を

「第 321 条の８第57項」に、「第 321 条の８第４項、第19項若し

くは第23項」を「第 321 条の８第31項若しくは第35項」に改め、

同条第12項中「第 321 条の８第53項」を「第 321 条の８第63項」

に改め、同条第13項中「第 321 条の８第51項」を「第 321 条の８

第61項」に改め、同条第14項中「第75条の４第３項若しくは第６

項（同法第81条の24の３第２項において準用する場合を含む。）

」を「第75条の５第３項若しくは第６項」に改める。 

附則第９条第１項中「第61条第１項又は第62条」を「第63条第

１項又は第64条」に改め、同条第13項中「附則第62条」を「附則

第64条」に改める。 

（横浜みどり税条例の一部改正） 

第３条 横浜みどり税条例（平成20年12月横浜市条例第51号）の一
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部を次のように改正する。 

第３条第１項中「若しくは各連結事業年度」を削り、「第 312

条第３項第４号」を「第 312 条第３項第３号」に改める。 

（横浜市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条  横浜市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年６月横

浜市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち横浜市市税条例第34条第１項中第８号を第９号と

し、第７号の次に１号を加える改正規定を削る。 

附則第１項第４号を次のように改める。 

(4) 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中横浜市市税条例（以下「市税条例」という。）第29

条及び第34条第１項の改正規定並びに市税条例附則第７条及び

第８条、第13条の３の３並びに第13条の３の４の改正規定並び

に第２条中市税条例附則第９条の改正規定並びに次項及び附則

第12項の規定 令和３年１月１日 

(2) 第１条中市税条例第21条第５項、第26条の２及び第29条の４

の２の改正規定、第２条中市税条例第33条の６の改正規定並び

に第３条の規定並びに附則第４項及び第５項の規定 令和４年

４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の市税条例（以下「新条例」という
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。）第29条及び第34条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第34条の４第１項の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40

年法律第33号）第 203 条の６第１項に規定する公的年金等（同法

第 203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出

する新条例第34条の４第１項に規定する申告書について適用する

。 

４ 附則第１項第２号に掲げる規定による改正後の市税条例及び横

浜みどり税条例の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下こ

の項及び次項において「２号施行日」という。）以後に開始する

事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８

号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に

限る。）による改正前の法人税法（昭和40年法律第34号。以下こ

の項及び次項において「令和４年旧法人税法」という。）第２条

第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」

という。）の連結親法人事業年度（令和４年旧法人税法第15条の

２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同

じ。）が２号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の

市民税について適用する。 

５ ２号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事

業年度が２号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の

市民税及び２号施行日前に開始した連結事業年度（令和４年旧法

人税法第15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下こ
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の項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が２号

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税に

ついては、附則第１項第２号に掲げる規定による改正前の市税条

例及び横浜みどり税条例の規定は、なおその効力を有する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関

する部分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

７ 新条例第41条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

８ 新条例第41条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定

資産税について適用する。 

９ 施行日前に新条例第57条の３に規定する現所有者であることを

知った者については、第１条の規定による改正前の市税条例（以

下「旧条例」という。）第54条の規定は、なおその効力を有する

。 

10 新条例第57条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現

所有者であることを知った者について適用する。 

11 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に取得された

旧条例附則第９条第３項に規定する償却資産に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

12 新条例附則第13条の３の３の規定は、令和３年度以後の年度分
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の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税に

ついては、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 地方税法の一部改正等に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜

市市税条例等の一部を改正したいので提案する。 

20



市第 27 号 

 

 参  考  

横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
第 １ 条 関 係 

（ 市 民 税 の 納 税 義 務 者 等 ） 

第 21 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ り 、

か つ 、 収 益 事 業 を 行 う も の （ そ の 社 団 又 は 財 団 で 収 益 事 業 を 廃

止 し た も の を 含 む 。 第 26 条 の ２ 第 １ 項 の 表 の 第 １ 号 に お い て 「

人 格 の な い 社 団 等 」 と い う 。 ） 又 は 法 人 課 税 信 託 の 引 受 け を 行 

                                                                       第 
う も の は 、 法 人 と み な し て 、 こ の 節 （ 第 33 条 の ６ 第 ７ 項 か ら   
                                                                       第 

     14 項 
ま で を 除 く 。 ） の 規 定 中 法 人 に 関 す る 規 定 を 適 用 す る 。 

９ 項 

（ 法 人 の 均 等 割 の 税 率 ） 

第 26 条 の ２  法 人 に 対 し て 課 す る 均 等 割 の 税 率 は 、 次 の 表 の 左 欄

に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 額 と

す る 。 

 

   法      人      の      区      分         税   率     

(1) 次に掲げる法人  

（アからエまで省略）                 

                      第292条第１項第４号の２   
   オ 資本金等の額（法            に規定する資     
                      第292条第１項第４号の５      

    本金等の額をいう。以下この節において同じ。）を有する法  

    人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を  

    行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表におい  

    て同じ。）で資本金等の額が10,000,000円以下であるものの  

    うち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者（俸給  

    、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を  

    受けることとされている役員を含む。）の数の合計数（以下  

    この表において「従業者数の合計数」という。）が50人以下  

年額  50,000円  
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    のもの   

              （ 省      略 ）               

 

２  前 項 に 定 め る 均 等 割 の 額 は 、 そ の 均 等 割 の 額 に 、 法 第 312 条 

                                                              若 し く は 同 項 第 
第 ３ 項 第 １ 号 の 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 

                                                              、 同 項 第 ２ 号 の 

    ２ 号 の 期 間 又 は 同 項 第 ３ 号                  
    連 結 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ６ 月 の 期 間 若 し く は 同 項 第 ３ 号 の 連 

                           
                                                                の 期 間 中 に お 
    結 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 同 項 第 ４ 号 

い て 事 務 所 、 事 業 所 又 は 寮 等 を 有 し て い た 月 数 を 乗 じ て 得 た 額

を 12 で 除 し て 算 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る 月 数 は 、

暦 に 従 っ て 計 算 し 、 １ 月 に 満 た な い と き は １ 月 と し 、 １ 月 に 満

た な い 端 数 を 生 じ た と き は 切 り 捨 て る 。 

         （ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

                                
５  法 第 312 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 法 人 （ 保 険 業 法 に 規 定 す る 

                                 
相 互 会 社 を 除 く 。 ） の 資 本 金 等 の 額 が 、 同 号 に 定 め る 日 現 在 に 

                                 
お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 

                                 
に 満 た な い 場 合 に お け る 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 

                                 
の 表 中 「 資 本 金 等 の 額 が 」 と あ る の は 、 「 法 第 312 条 第 ３ 項 第 

                                 
３ 号 に 定 め る 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 

                     
合 算 額 又 は 出 資 金 の 額 が 」 と す る 。 

（ 所 得 控 除 ） 

第 29 条  所 得 割 の 納 税 義 務 者 に 対 し て は 、 法 第 314 条 の ２ の 規 定

に 定 め る と こ ろ に よ り 、 雑 損 控 除 額 、 医 療 費 控 除 額 、 社 会 保 険

料 控 除 額 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 

                    寡 婦 控 除 額 、 ひ と り 親 控 除 
地 震 保 険 料 控 除 額 、 障 害 者 控 除 額 、 

                    寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額     

    額 
、 勤 労 学 生 控 除 額 、 配 偶 者 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 、 扶 養 

  

控 除 額 又 は 基 礎 控 除 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に つ い て 算 定 し た
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総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す る 。 

（ 法 人 の 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ） 

                                                   第 ４ 条 の ３ 
第 29 条 の ４ の ２  次 に 掲 げ る 法 人 （ 法 人 税 法      に 規 定 す 
                                                      第 ４ 条 の ７ 

る 受 託 法 人 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 対 す る 各 事 

                
業 年 度          に お け る 法 人 税 割 額 は 、 前 条 の 規 定 
      又 は 各 連 結 事 業 年 度 

を 適 用 し て 計 算 し た 法 人 税 割 額 か ら 、 当 該 法 人 税 割 額 に 次 の 各

号 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 率 を 乗

じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。 

         （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金

の 額 が ５ 億 円 未 満 又 は ５ 億 円 以 上 10 億 円 未 満 で あ る か ど う か の 

                                   
判 定 は 、 各 事 業 年 度          の 終 了 の 日 （ 法 第 321  

                          又 は 各 連 結 事 業 年 度 

条 の ８ 第 １ 項 前 段 の 規 定 （ 法 人 税 法 第 72 条 第 １ 項 又 は 第 144 条

の ４ 第 １ 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に 限 る 。 ） に よ り 申 告 納 付

す べ き 法 人 の 市 民 税 に あ っ て は 、 そ の 事 業 年 度 の 開 始 の 日 か ら

６ 箇 月 の 期 間 の 末 日 ） の 現 況 に よ る 。 

（ 法 人 の 市 民 税 の 申 告 納 付 ） 

第 33 条 の ６  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  法 の 施 行 地 に 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る

法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 内 国 法 人 」 と い う 。 ） が 各 事 業 年 

                                                         第 66 条 の ７ 第 ５ 
度 又 は 各 連 結 事 業 年 度 に お い て 租 税 特 別 措 置 法 
                                                         第 66 条 の ７ 第 ４ 

    項 及 び 第 11 項 
      又 は 第 68 条 の 91 第 ４ 項 及 び 第 10 項 の 規 定 の 適 用 を 
項 及 び 第 10 項 

受 け る 場 合 に は 、 法 第 321 条 の ８ 第 24 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ

り 、 控 除 す べ き 額 を 同 条 第 １ 項 （ 同 項 に 規 定 す る 予 定 申 告 法 人

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 予 定 申 告 法 人 」 と い う 。 ） に 係 る も の
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を 除 く 。 ） 、 第 ４ 項 、 第 22 項 又 は 第 23 項 の 規 定 に よ り 申 告 納 付

す べ き 法 人 税 割 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。 

         （ 第 ５ 項 か ら 第 14 項 ま で 省 略 ） 

（ 市 民 税 の 申 告 義 務 等 ） 

第 34 条  第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 の 者 は 、 ３ 月 15 日 ま で に 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な 

                                                                  よ り   
い 。 た だ し 、 第 35 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に    給 与 

                                                                  よ っ て 

支 払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 者

か ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給 与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て

い る 者 で 、 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得 又 は 公 的 年 金 等

に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に 係 る

所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 政 令 第

48 条 の ９ の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛

金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控

除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 税 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 33 号 の ４ に

規 定 す る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 に 係 る も の を 除 く 。 ） 若 し く は 法 

    第 314 条 の ２ 第 ４ 項 
             に 規 定 す る 扶 養 控 除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 

第 314 条 の ２ 第 ５ 項 

併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 法 第 313 条 第

８ 項 に 規 定 す る 純 損 失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 純

損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し く は 法 第 317 条 の ２ 第 １

項 た だ し 書 に 規 定 す る 寄 附 金 税 額 控 除 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控 除 を 受 け よ う と す る も の

を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か

っ た 者 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 
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(5)  雑 損 控 除 額 、 医 療 費 控 除 額 、 社 会 保 険 料 控 除 額 、 小 規 模 企

業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 

                        寡 婦 控 除 額 、 ひ と り 親 控 除 額 
、 障 害 者 控 除 額 、              、 勤 労 学 生 控 
                     寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額 

除 額 、 配 偶 者 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 又 は 扶 養 控 除 額 の 控

除 に 関 す る 事 項 

   （ 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 

                                           扶 養 親 族 申 告 書   
（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の                     ） 

                                             扶 養 親 族 等 申 告 書 

第 34 条 の ３  （ 本 文 省 略 ） 

                                                  扶 養 親 族 申 告 書   
（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給 者 の         ） 

                                                      扶 養 親 族 等 申 告 書 

第 34 条 の ４  所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規

定 す る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 又 は 法 の 施 行 地 に お

い て 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203 条 の ７ の 規 定

の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等

」 と い う 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 で 

                                                                           
あ っ て 、 扶 養 親 族 （ 控 除 対 象 扶 養 親 族 を 除 く 。 ） を 有 す る 者   
                                                                         若 

                   
                  （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 

し く は 単 身 児 童 扶 養 者 で あ る 者 

金 等 受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ

き 所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 の 支 払 者

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 支 払 者 」 と い う 。 ） か ら 毎

年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 法 第 317

条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金

等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 固 定 資 産 税 の 納 税 義 務 者 等 ） 
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第 41 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  固 定 資 産 の 所 有 者 の 所 在 が 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 事 由 

      よ り         に は 
に    不 明 で あ る 場 合   、 そ の 使 用 者 を 所 有 者 と み な し て 

      よ っ て        は 

     
、    固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 し 、 そ の 者 に 固 定 資 産 税 を 課 
 こ れ を 

   こ の 場 合 に お い て 、 当 該 登 録 を し よ う と す る と き は 、 あ 
す る 。 

 

  ら か じ め 、 そ の 旨 を 当 該 使 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。 
 

５  法 第 343 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 方 法 に よ り 探 
 

    索 を 行 っ て も な お 固 定 資 産 の 所 有 者 の 存 在 が 不 明 で あ る 場 合 （ 
 

    前 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 ） に は 、 そ の 使 用 者 を 所 有 者 と み 
 

    な し て 、 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 し 、 そ の 者 に 固 定 資 産 税 を 課 
 

    す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 登 録 を し よ う と す る と き は 、 あ 
 

    ら か じ め 、 そ の 旨 を 当 該 使 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。 
 

  ６ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  ５ 

  ７ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  ６ 

  ８ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  ７ 

  ９ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  ８ 

10  
    家 屋 の 附 帯 設 備 （ 家 屋 の う ち 附 帯 設 備 に 属 す る 部 分 そ の 他 法 
  ９ 

  第 343 条 第 10 項 
         の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る も の を 含 む 。 
  第 343 条 第 ９ 項 

） で あ っ て 、 そ の 家 屋 の 所 有 者 以 外 の 者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す

る た め 取 り 付 け た も の で あ り 、 か つ 、 そ の 家 屋 に 付 合 し た こ と

に よ り そ の 家 屋 の 所 有 者 が 所 有 す る こ と と な っ た も の （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 定 附 帯 設 備 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 そ の 取

り 付 け た 者 の 事 業 の 用 に 供 す る こ と が で き る 資 産 で あ る 場 合 に

限 り 、 そ の 取 り 付 け た 者 を も っ て 第 １ 項 の 所 有 者 と み な し 、 そ

の 特 定 附 帯 設 備 の う ち 家 屋 に 属 す る 部 分 は 家 屋 以 外 の 資 産 と み
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な し て 固 定 資 産 税 を 課 す る 。 

（ 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 

第 47 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

      第 349 条 の ３ 第 27 項 
２  法          に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３ 分 
      第 349 条 の ３ 第 28 項 

の １ と す る 。 

         第 349 条 の ３ 第 28 項 
３  法          に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３ 分 

         第 349 条 の ３ 第 29 項 

の １ と す る 。 

         第 349 条 の ３ 第 29 項 
４  法          に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３ 分 

         第 349 条 の ３ 第 30 項 

の １ と す る 。 

（ 土 地 ま た は 家 屋 を 現 に 所 有 し て い る 者 の 申 告 ） 

第 54 条  第 41 条 第 ２ 項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と と な る 所 有 

       （ 第 57 条 の ３ の 規 定 に よ り 申 告 す べ き 者 を 除 く 。 ） 
     者                        は 、 そ の 
        

     事 実 発 生 の 日 か ら 30 日 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 長 に 申 告 し

な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

（ 固 定 資 産 の 申 告 ） 

第 56 条  固 定 資 産 税 の 納 税 義 務 が あ る 償 却 資 産 の 所 有 者 （ 法 第 38  

         よ り   
9 条 第 １ 項 の 規 定 に    神 奈 川 県 知 事 若 し く は 総 務 大 臣 が 評 

          よ っ て 

                第 41 条 第 ９ 項 及 び 第 10 項 
価 す べ き 償 却 資 産 の 所 有 者 を 除 く 。            の 
                第 41 条 第 ８ 項 及 び 第 ９ 項 

               よ り   
場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら の 規 定 に    所 有 者 と み な さ れ る 者 
               よ っ て 

と す る 。 ） は 、 毎 年 １ 月 １ 日 現 在 に お け る そ の 償 却 資 産 に つ い

て 、 そ の 所 在 、 種 類 、 数 量 、 取 得 時 期 、 取 得 価 格 、 耐 用 年 数 、

見 積 価 額 そ の 他 償 却 資 産 課 税 台 帳 の 登 録 及 び そ の 償 却 資 産 の 価

格 の 決 定 に 必 要 な 事 項 を 、 １ 月 31 日 ま で に 市 長 に 申 告 し な け れ

ば な ら な い 。 
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第 57 条 の ３  現 所 有 者 （ 法 第 384 条 の ３ に 規 定 す る 現 所 有 者 を い 
 

     う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 現 所 有 者 で あ る 
 

     こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら ３ 月 を 経 過 し た 日 ま で に 、 次 に 掲 げ 
 

     る 事 項 を 市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。 
 

      (1)  現 所 有 者 の 住 所 又 は 所 在 地 及 び 氏 名 又 は 名 称 並 び に 次 号 に 
 

       規 定 す る 個 人 と の 関 係 
 

      (2)  土 地 又 は 家 屋 の 所 有 者 と し て 登 記 簿 又 は 土 地 補 充 課 税 台 帳 
 

      若 し く は 家 屋 補 充 課 税 台 帳 に 登 記 又 は 登 録 が さ れ て い る 個 人 
 

      の 住 所 及 び 氏 名 
 

      (3)  固 定 資 産 の 種 類 及 び 所 在 地 
 

      (4)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
  

（ 固 定 資 産 税 に か か る 不 申 告 に 関 す る 過 料 ） 

                                            第 41 条 第 ９ 項 及 び 第 10 項 
第 58 条  市 長 は 、 固 定 資 産 の 所 有 者 （            の 
                                            第 41 条 第 ８ 項 及 び 第 ９ 項 

                                       よ り 所 有 者   
場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら の 規 定 に       と み な さ れ る 者 
                                       よ っ て 所 有 者 

                       若 し く は                   よ り 、 又 は 現 所 有 
と す る 。 ） が 第 56 条     第 57 条 の 規 定 に 
                       又 は                     よ っ て 申 告 す べ き 

     者 が 前 条 の 規 定 に よ り 申 告 す べ き 
                                        事 項 に つ い て 正 当 な 事 由 が な 

 

く て 申 告 し な か っ た 場 合 は 、 そ の 者 に 対 し 、 100,000 円 以 下 の 過

料 を 科 す る 。 

          （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ た ば こ 税 の 申 告 納 付 ） 

                           よ り   
第 87 条  前 条 の 規 定 に    た ば こ 税 を 申 告 納 付 す べ き 者 （ 以 下 
                           よ っ て 

こ の 節 に お い て 「 申 告 納 税 者 」 と い う 。 ） は 、 毎 月 末 日 ま で に

、 前 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 間 に お け る 売 渡 し 等 に 係 る 製 造 た

ば こ の 品 目 ご と の 課 税 標 準 た る 本 数 の 合 計 数 （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 課 税 標 準 数 量 」 と い う 。 ） 及 び 当 該 課 税 標 準 数 量 に 対 す
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る た ば こ 税 額 、 法 第 469 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 免 除 を 受 け よ う

と す る 場 合 に あ っ て は 同 項 の 適 用 を 受 け よ う と す る 製 造 た ば こ

に 係 る た ば こ 税 額 並 び に 法 第 477 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 控 除 を

受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て は 同 項 の 適 用 を 受 け よ う と す る た

ば こ 税 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 す る

と と も に 、 そ の 申 告 し た 税 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 当 該 申 告 書 に は 、 法 第 473 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 

                                                            第 469 条 第 ３ 項 
     に 基 づ く 総 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 法        に 

                                                        第 469 条 第 ２ 項 

規 定 す る 書 類 及 び 法 第 477 条 第 １ 項 の 返 還 に 係 る 製 造 た ば こ の

品 目 ご と の 数 量 に つ い て の 明 細 を 記 載 し た 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。 

          （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 都 市 計 画 税 の 納 税 義 務 者 等 ） 

第 130 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 「 価 格 」 と は 、 そ の 土 地 又 は 家 屋 に 係 る 固 定 資 産 税 の

課 税 標 準 と な る べ き 価 格 （ 第 47 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 又

は 家 屋 に あ っ て は 、 同 条 に 定 め る 額 ） を い い 、 前 項 の 「 所 有 者

」 と は 、 そ の 土 地 又 は 家 屋 に 係 る 固 定 資 産 税 に つ い て 第 41 条 （ 

                第 ９ 項 及 び 第 10 項 
第 ３ 項 、         を 除 く 。 ） に お い て 所 有 者 と さ れ 、 

                第 ８ 項 及 び 第 ９ 項 

又 は 所 有 者 と み な さ れ る 者 を い う 。 

          （ 第 ３ 項 省 略 ） 

          附  則 

    （ 寄 附 金 税 額 控 除 の 特 例 の 対 象 と な る 請 求 権 の 放 棄 ） 
 

  第 ７ 条       法 附 則 第 60 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 
  第 ７ 条 及 び 第 ８ 条  削 除 

    も の は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た め の 
 

29



市第 27 号 

    国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ２ 年 法 律 第 25 号 ） 
 

    第 ５ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 指 定 行 事 の 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 中 止 
 

    等 に よ り 生 じ た 同 項 に 規 定 す る 入 場 料 金 等 払 戻 請 求 権 の 全 部 又 
 

    は 一 部 の 放 棄 の 全 て と す る 。 
 

  第 ８ 条  削 除 
 

（ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 

                                             及 び 第 ５ 号      
第 ９ 条  法 附 則 第 15 条 （ 第 ２ 項 第 １ 号          、 第 ８ 

                                           、 第 ２ 号 及 び 第 ６ 号 

                第 30 項 、 第 34 項 、 第 38 項 、 第 39 項 並 び に 第 41 項 
項 、 第 19 項 、                      を 
                第 33 項 、 第 38 項 、 第 44 項 、 第 45 項 並 び に 第 47 項 

                                                           、 第 15 条 の ３ 
除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 第 15 条 の ２ 
                                                           又 は 第 15 条 の 

    、 第 61 条 第 １ 項 又 は 第 62 条 
            に 規 定 す る 固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 

    ３ 

固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 か ら 第 47 条 ま

で 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 法 附 則 第 

                            、 第 61 条 第 １ 項 又 は 第 62 条 
15 条 か ら 第 15 条 の ３ ま で             の 規 定 に 規 

 

定 す る 額 と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

                                
３  法 附 則 第 15 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 償 却 資 産 （ 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ 

                                 
る も の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 

                                 
46 条 又 は 第 47 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 償 却 資 産 に 係 る 固 定 

                                 
資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 と 

        
す る 。 

３                     同 項 第 ５ 号 
  法 附 則 第 15 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 償 却 資 産 （      に 掲 げ 

 ４                                                      同 項 第 ６ 号 

る も の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第

46 条 又 は 第 47 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 償 却 資 産 に 係 る 固 定

資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ４ 分 の ３ を 乗 じ て 得 た 額 と

す る 。 

30



市第 27 号 

 

 ４   
   （ 本 文 省 略 ） 

５ 

 ５ 
   （ 本 文 省 略 ） 

６ 

 ６   附 則 第 15 条 第 30 項 
  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 １ 号 に 掲 げ る も 

 ７   附 則 第 15 条 第 33 項 

の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条

の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限

り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２

分 の １ （ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ

っ て は 、 ３ 分 の ２ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 ７   附 則 第 15 条 第 30 項 
  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る も 

 ８   附 則 第 15 条 第 33 項 

の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条

の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限

り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に 12

分 の ７ （ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ

っ て は 、 ４ 分 の ３ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 ８   附 則 第 15 条 第 30 項 
  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も 

 ９   附 則 第 15 条 第 33 項 

の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条

の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限

り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３

分 の １ （ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ

っ て は 、 ２ 分 の １ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 ９   附 則 第 15 条 第 34 項 
  法         に 規 定 す る 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 

 10   附 則 第 15 条 第 38 項 

税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る

年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税

標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 10   附 則 第 15 条 第 38 項 
  法         に 規 定 す る 固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 

 11   附 則 第 15 条 第 44 項 
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資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 、 第 46 条 又 は 第 13  

                                                 附 則 第 15 条 第 38 項 
0 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す 

                                                 附 則 第 15 条 第 44 項 

る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 固 定 資 産 に

係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ３

分 の １ （ 当 該 固 定 資 産 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合

に あ っ て は 、 ２ 分 の １ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

 11   附 則 第 15 条 第 39 項 
  法         に 規 定 す る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 

 12   附 則 第 15 条 第 45 項 

税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 

                          附 則 第 15 条 第 39 項 
規 定 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す る 年 度 分 の 固 
                          附 則 第 15 条 第 45 項 

定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 土 地 に 係 る 固 定 資 産 税 又

は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。 

 12   附 則 第 15 条 第 41 項 
  法         に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 零 と す 

 13   附 則 第 15 条 第 47 項 

る 。 

  13  法 附 則 第 62 条 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 零 と す る 。 
 

（ 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ） 

第 12 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                           令 和 ５ 年 度 
２  昭 和 63 年 度 か ら      ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 

                           平 成 32 年 度 

限 り 、 前 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 31 条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に

つ い て は 、 法 附 則 第 34 条 の ２ の 規 定 を 適 用 す る 。 

     （ 新 築 認 定 長 期 優 良 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 
（ 新 築 認 定 長 期 優 良 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

       法 附 則 第 15 条 の ７ の 規 定 は 、 長 期 優 良 住 宅 の 普 
第 13 条 の ３ の ３   
        法 附 則 第 15 条 の ７ の 規 定 は 、 都 市 計 画 税 に つ い 

     及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 20 年 法 律 第 87 号 ） の 施 行 の 日 か ら 
て 準 用 す る 。 

     令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 新 築 さ れ た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 
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     認 定 長 期 優 良 住 宅 で あ る 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 
 

     す る 住 宅 を い う 。 次 条 、 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 及 び 附 則 第 13 条 
 

     の ８ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） で 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 
 

     に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 
 

     準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 こ の 条 及 び 附 則 第 15 条 
 

     の ９ の ２ 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 
 

     。 ） 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ 
 

     の 条 」 と 、 「 次 項 又 は 次 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ３ 
 

     の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 こ の 項 」 
 

     と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 
 

     と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ 
 

     く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 
 

     同 条 第 ２ 項 中 「 次 条 第 １ 項 、 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 が 
 

     あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 住 宅 」 と あ る の は 「 当 該 住 宅 」 と 、 「 住 
 

     宅 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 
 

     13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 
 

     「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 
 

     令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 ） 
 

     に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 ） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お 
 

     い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 
 

     と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え 
 

     て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ４ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 
 

     例 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 
 

     」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 
 

     用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 
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     読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

 ２  前 条 の 規 定 は 、 前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15  
 

     条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 税 の 減 額 を 受 け 
 

     よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 中 
 

     「 同 項 又 は 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 次 条 第 １ 項 に お い て 読 み 
 

     替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 読 み 替 
 

     え る も の と す る 。 
 

（ 新 築 さ れ た 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税

の 減 額 ） 

第 13 条 の ３ の ４  平 成 28 年 １ 月 ２ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま で の 

                                            
間 に 新 築 さ れ た 住 宅 
                        （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅 

                                 
を い う 。 以 下 こ の 条 、 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 及 び 附 則 第 13 条 の 

                 
            の う ち 、 評 価 方 法 基 準 （ 平 成 13 年 国 
８ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） 

土 交 通 省 告 示 第 1347 号 ） 第 ５ の ５ の ５ ― １ (3) の 等 級 ４ 又 は 建 築

物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平 成 27 年 法 律 第

53 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準

に 適 合 す る こ と に つ き 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 さ れ た も

の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 住 宅 」 と い う 。 ）

で 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 

                                                                 前 条 第 １ 
該 当 す る も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て は 、 
                                                                 前 条 に お 

    項 に お い て 読 み 替 え て 
          準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 若 し く 

    い て 

は 第 ２ 項 又 は 次 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 住 宅 に

対 し て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ れ る こ と と な っ た 年 度 か ら ３ 年

度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分

所 有 に 係 る 住 宅 に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に
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係 る 税 額 と し て 各 区 分 所 有 者 ご と に 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 合 算 額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外

の 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ

の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に

限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税

額 と し て 同 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に

準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分

の １ に 相 当 す る 額 を 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る

も の と す る 。 

２  平 成 28 年 １ 月 ２ 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 新 築 さ れ 

た 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 住 宅 の う ち 中 高 層 耐 火 建 築 物 （ 法 附 則 第 15

条 の ６ 第 ２ 項 に 規 定 す る 中 高 層 耐 火 建 築 物 を い う 。 ） で あ る 住

宅 で 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に 対 

                                           前 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 
し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て は 、              
                                           前 条 に お い て 

   え て 
  準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 

 

が あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 住 宅 に 対 し て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ

れ る こ と と な っ た 年 度 か ら ５ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該

住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 に あ っ て は こ の

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 各 区 分 所 有 者 ご

と に 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定

の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 合 算 額

と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に 供 す る

部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令

で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 規
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定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 当 該 住 宅 に

係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

   （ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ７  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 は 、 

昭 和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 平 成 24 年 １ 月 ２ 

     令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
日 か ら         ま で の 間 に 耐 震 改 修 （ 同 条 第 １ 項 に 規 

     平 成 32 年 ３ 月 31 日 

定 す る 耐 震 改 修 を い う 。 ） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市

計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 中 「

こ の 条 か ら 附 則 第 15 条 の 10 ま で 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例

（ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る こ の 項 及 び 次 項 」 と 、 「 基 準 （ 同 条 第 １ 項 に お

い て 「 耐 震 基 準 」 と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 基 準 」 と 、 「 こ の

項 か ら 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

こ の 項 か ら 」 と 、 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 」 と 、 「 平 成 18 年 １ 月 １ 日

か ら 平 成 21 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 当 該 耐 震 改

修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 耐 震 改 修 が

完 了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 、 当 該 耐 震 改

修 が 平 成 22 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 24 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し

た 場 合 に は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月

１ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 」 と あ る の は 「 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か
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ら 同 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 平 成 25 年 度 」 と 、

「 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と あ る の は 「 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完

了 し た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と 、 「 耐 震 基 準 適 合 住 宅

（ 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 で あ る 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を い う 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の は 「 耐 震

基 準 適 合 住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ

る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ

て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」

と あ る の は 「 限 る 。 ） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び

「 同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 村 の 条 例 で 」 と あ る の は

「 同 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 附 則 第 13 条 の ４

に 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の

７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ

る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「

第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ８  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項 か ら 第 12 項 ま で の 規 定 は 、

平 成 20 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 、 特 定 居 住 用 部

分 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 居 住 用 部 分 を い う 。 ） に お い て 
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          令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら         ま で の 間 に 熱 損 失 防 止 
          平 成 32 年 ３ 月 31 日 

改 修 工 事 （ 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 熱 損 失 防 止 改 修 工 事 を い う 。

） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ９ 項 中 「 こ の 項 か ら 第 11 項 ま で 及

び 次 条 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 11 項 ま で 」 と 、 「 こ の 項 、 」 と あ る

の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 、 」 と 、

「 第 １ 項 又 は 次 条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附

則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 、

「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 次 項 」 と あ る の は 「

同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 第 ４ 項 の

規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、

特 定 居 住 用 部 分 」 と あ る の は 「 特 定 居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て

は こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は

「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則

で 定 め る と こ ろ 」 と 、 同 条 第 10 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条

例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」

と 、 「 第 １ 項 又 は 次 条 第 １ 項 若 し く は 第 ５ 項 」 と あ る の は 「 条

例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」

と 、 「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １

項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 第 352 条 第 １ 項

又 は 第 ２ 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の
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は 「 第 702 条 の ８ 第 １ 項 に お い て そ の 例 に よ る も の と さ れ る 第

352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 、 「 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場

合 に は 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、 特 定 居 住 用 部 分 」 と

あ る の は 「 特 定 居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て は こ の 項 」 と あ る の

は 「 あ っ て は 、 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ

の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定

め る と こ ろ 」 と 、 同 条 第 11 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附

則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、

同 条 第 12 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「

同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 ９ 項 」

と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ９ 項 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 特 定 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ８ の ２  法 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の

規 定 は 、 昭 和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 、 平 成 

        令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
29 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 特 定 耐 震 基 準 適 
        平 成 32 年 ３ 月 31 日 

合 住 宅 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を い う 。

） と な っ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 こ の 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 と あ る の

は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８

の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で

」 と 、 「 こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お
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い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と 、 「 既 に こ

の 項 」 と あ る の は 「 既 に 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る こ の 項 」 と 、 「 以 下 こ の 項 に お い て 」 と あ る の は 「 以 下 同 条

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 に お い て 」 と 、 「 あ

っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は

「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 前 項 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例

附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」

と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 

） 

第 13 条 の ８ の ３  法 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の

規 定 は 、 平 成 20 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 、 平 成 

        令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
29 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 特 定 熱 損 失 防 止 
        平 成 32 年 ３ 月 31 日 

改 修 住 宅 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 を い

う 。 ） 又 は 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 専 有 部 分 （ 同 条 第 ５ 項 に 規

定 す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 住 宅 専 有 部 分 を い う 。 ） と な っ た も

の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 同 条 第 ４ 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読
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み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附

則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」

と 、 「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 次 項 」 と あ

る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「

あ っ て は 、 こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 こ の 条 」 と

あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 の 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13

条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 の 」 と 、

「 こ の 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２

項 」 と あ り 、 「 同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 702 条

の ８ 第 １ 項 に お い て そ の 例 に よ る も の と さ れ る 第 352 条 第 １ 項

又 は 第 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ６ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附

則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」

と 、 同 条 第 ７ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の

３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ

る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「

第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

第 13 条 の ９  法 附 則 第 15 条 の 10 の 規 定 は 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促

進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 要
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安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 又 は 同 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物 に 該 当 す る 家 屋 （ 同 法 第 ７ 条 又 は

同 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た も の に 限 り 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項

（ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ る 命 令 又 は 同 法 第 12 条 第 ２ 項 （ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 指 示 の 対 象 と な っ 

                     令 和 ５ 年 ３ 月 31  
た も の を 除 く 。 ） の う ち 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら 
                     平 成 32 年 ３ 月 31  

  日 
 ま で の 間 に 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す る 政 府 の 補 助 で 

  日 

総 務 省 令 で 定 め る も の を 受 け て 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定

す る 耐 震 改 修 が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 中 「

受 け て 耐 震 改 修 」 と あ る の は 「 受 け て 耐 震 改 修 （ 法 附 則 第 15 条

の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修 を い う 。 以 下 横 浜 市 市 税 条 例 （

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 「 耐 震 基

準 に 」 と あ る の は 「 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 地 震 に

対 す る 安 全 性 に 係 る 基 準 と し て 政 令 で 定 め る 基 準 に 」 と 、 「 こ

の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は

こ の 項 」 と あ る の は 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は 同 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ

」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法

に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ

っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は 同

条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ２ 項
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中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条

の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町

村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 条 例 附 則 第 13 条 の ６ の ４ に 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と

あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ） 

第 16 条 の ６  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  自 家 用 の ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 で あ っ て 乗 用 の も の に 対 す る 第

72 条 の ３ 第 ２ 号 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 軽 自 動 

               令 和 ３ 年 ３ 月 31 日 
車 の 取 得 が 令 和 元 年 10 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 
               令 和 ２ 年 ９ 月 30 日 

行 わ れ た と き に 限 り 、 こ れ ら の 規 定 中 「 100 分 の ２ 」 と あ る の

は 、 「 100 分 の １ 」 と す る 。 

第 ２ 条 関 係 

（ 法 人 の 市 民 税 の 申 告 納 付 ） 

第 33 条 の ６  市 民 税 を 申 告 納 付 す る 義 務 が あ る 法 人 は 、 法 第 321  

            第 31 項 、 第 34 項 及 び 第 35 項      
条 の ８ 第 １ 項 、 第 ２ 項 、                 の 
           第 ４ 項 、 第 19 項 、 第 22 項 及 び 第 23 項 

                    第 31 項 及 び 第 35 項 
規 定 に よ る 申 告 書 を 、 同 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 
                    第 ４ 項 、 第 19 項 及 

       
の 申 告 納 付 に あ っ て は そ れ ぞ れ こ れ ら の 規 定 に よ る 納 

び 第 23 項 

      同 条 第 34 項 
期 限 ま で に 、      の 申 告 納 付 に あ っ て は 遅 滞 な く 、 提 出 
      同 条 第 22 項 

                       第 ２ 項 後 段 
し 、 及 び そ の 申 告 し た 税 額 又 は 同 条 第 １ 項 後 段 及 び    
                       第 ３ 項 
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    よ り   
の 規 定 に    提 出 が あ っ た も の と み な さ れ る 申 告 書 に 係 る 税 
    よ っ て 

額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

       よ り   
２  前 項 の 規 定 に    申 告 書 を 提 出 す べ き 法 人 は 、 そ の 申 告 書 

       よ っ て 

               第 ２ 項 後 段 
（ 法 第 321 条 の ８ 第 １ 項 後 段 及 び      の 規 定 に よ り 提 出 
               第 ３ 項 

                  同 条 第 34 項 
が あ っ た も の と み な さ れ る 申 告 書 並 び に      に 規 定 す る 
                  同 条 第 22 項 

申 告 書 を 除 く 。 ） の 提 出 期 限 後 に お い て も 、 法 第 321 条 の 11 第

４ 項 の 規 定 に よ る 更 正 又 は 決 定 の 通 知 が あ る ま で は 、 前 項 の 規 

  よ り   
定 に    申 告 書 を 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 し た 市 民 税 額 を 納 付 
  よ っ て 

す る こ と が で き る 。 

３  法 人 税 法 第 71 条 第 １ 項 若 し く は 第 144 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に 

 よ り   
法 人 税 に 係 る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 法 人 又 は 法 第 

 よ っ て 

             よ り   
321 条 の ８ 第 ２ 項 の 規 定 に    申 告 書 を 提 出 す べ き 法 人 は 、 

             よ っ て 

                   そ の 事 業 年 度 開 始 の 日 
そ の 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 
                  そ の 連 結 事 業 年 度 開 始 

  か ら ６ 月 経 過 日 （ 同 項 に 規 定 す る ６ 月 経 過 日 を い う 。 以 下 こ の 
  の 日 か ら ６ 月 

  項 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 ま で 
                の 期 間 中 に お い て 区 内 に 寮 等 の 
 

み を 有 す る 場 合 に は 、 第 １ 項 （ 同 条 第 １ 項 （ 法 人 税 法 第 71 条 第

１ 項 又 は 第 144 条 の ３ 第 １ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 ２ 項

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 法 人 税 額 の 課 

          当 該 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ６ 月 経 過 日 の 
税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 
          当 該 連 結 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ６ 月 

  前 日 ま で 
      の 期 間 に 係 る 均 等 割 額 に つ い て 申 告 納 付 す る こ と を 要 

 

し な い 。 

４  法 の 施 行 地 に 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る

法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 内 国 法 人 」 と い う 。 ） が 各 事 業 年 

                      第 66 条 の ７ 第 ４ 
度          に お い て 租 税 特 別 措 置 法 
 又 は 各 連 結 事 業 年 度            第 66 条 の ７ 第 ５ 

  項 及 び 第 10 項                 
                     の 規 定 の 適 用 を 
項 及 び 第 11 項 又 は 第 68 条 の 91 第 ４ 項 及 び 第 10 項 
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         第 321 条 の ８ 第 36 項 
受 け る 場 合 に は 、 法          に 規 定 す る と こ ろ に よ 
         第 321 条 の ８ 第 24 項 

り 、 控 除 す べ き 額 を 同 条 第 １ 項 （ 同 項 に 規 定 す る 予 定 申 告 法 人

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 予 定 申 告 法 人 」 と い う 。 ） に 係 る も の 

      第 34 項 又 は 第 35 項      
を 除 く 。 ） 、             の 規 定 に よ り 申 告 納 付 
      第 ４ 項 、 第 22 項 又 は 第 23 項 

す べ き 法 人 税 割 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。 

                     
５  内 国 法 人 が 各 事 業 年 度          に お い て 租 税 特 別 
            又 は 各 連 結 事 業 年 度 

    第 66 条 の ９ の ３ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項            
措 置 法 
   第 66 条 の ９ の ３ 第 ４ 項 及 び 第 10 項 又 は 第 68 条 の 93 の ３ 第 

                         第 321 条 の 
       の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に は 、 法 
４ 項 及 び 第 10 項                 第 321 条 の 

  ８ 第 37 項 
に 規 定 す る と こ ろ に よ り 、 控 除 す べ き 額 を 同 条 第 １ 項 

８ 第 25 項 

                  第 34 項 又 は 第 35 項    
（ 予 定 申 告 法 人 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 
                  第 ４ 項 、 第 22 項 又 は 第 

     
の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す べ き 法 人 税 割 額 か ら 控 除 す る も の 

  23 項 

  と す る 。 

６  内 国 法 人 又 は 外 国 法 人 が 、 外 国 の 法 令 に よ り 課 さ れ る 法 人 税

若 し く は 地 方 法 人 税 又 は 道 府 県 民 税 若 し く は 市 町 村 民 税 の 法 人

税 割 に 相 当 す る 税 （ 外 国 法 人 に あ っ て は 、 法 人 税 法 第 138 条 第

１ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に つ き 外 国 の 法 令 に よ り 課 さ 

                       第 321 条 の 
れ る も の に 限 る 。 ） を 課 さ れ た 場 合 に お い て は 、 法 
                       第 321 条 の 

  ８ 第 38 項 
の 規 定 に よ り 控 除 す べ き 額 を 同 条 第 １ 項 （ 予 定 申 告 法 

８ 第 26 項 

            第 34 項 又 は 第 35 項      
人 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、                                 の 規 定 に 
            第 ４ 項 、 第 22 項 又 は 第 23 項 

よ り 申 告 納 付 す べ き 法 人 税 割 額 （ 外 国 法 人 に あ っ て は 、 法 人 税

法 第 141 条 第 １ 号 イ に 掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す る 法 人 税 額 を

課 税 標 準 と し て 課 す る も の に 限 る 。 ） か ら 控 除 す る も の と す る

。 

  第 321 条 の ８ 第 52 項 
７  法          に 規 定 す る 特 定 法 人 で あ る 内 国 法 人 は 

  第 321 条 の ８ 第 42 項 

、 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 申 告 書
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（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 納 税 申 告 書 」 と い う 。 ） に よ り 行 う こ

と と さ れ て い る 法 人 の 市 民 税 の 申 告 に つ い て は 、 第 １ 項 及 び 第 

            同 条 第 52 項 
２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、      の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 
            同 条 第 42 項 

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 納 税 申 告 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ て

い る 事 項 （ 次 項 及 び 第 ９ 項 に お い て 「 申 告 書 記 載 事 項 」 と い う

。 ） を 、 法 第 762 条 第 １ 号 に 規 定 す る 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か つ 、 機 構 を 経 由 し て 行 う 方 法 に よ り 市

長 に 提 供 す る こ と に よ り 、 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

８  前 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 同 項 の 申 告 に つ い て は 、 申 告 書 記

載 事 項 が 記 載 さ れ た 納 税 申 告 書 に よ り 行 わ れ た も の と み な し て 

   第 321 条 の ８ 第 54 項 
、 法          に 規 定 す る 規 定 を 適 用 す る 。 

   第 321 条 の ８ 第 44 項 

      （ 第 ９ 項 省 略 ） 

10  第 ７ 項 の 内 国 法 人 が 、 電 気 通 信 回 線 の 故 障 、 災 害 そ の 他 の 理

由 に よ り 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る こ と が

困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 で 、 か つ 、 同 項 の 規 定 を 適 用 し な

い で 納 税 申 告 書 を 提 出 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る 場 合 に お

い て 、 同 項 の 規 定 を 適 用 し な い で 納 税 申 告 書 を 提 出 す る こ と に

つ い て 市 長 の 承 認 を 受 け た と き は 、 市 長 が 指 定 す る 期 間 内 に 行

う 同 項 の 申 告 に つ い て は 、 同 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 適 用 し 

                    第 75 条 の ５ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 項       
な い 。 法 人 税 法 
       第 75 条 の ４ 第 ２ 項 （ 同 法 第 81 条 の 24 の ３ 第 ２ 項 

                               
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 

                  
               の 申 請 書 を 同 項 に 規 定 す る 納 
規 定 に よ り 同 法 第 75 条 の ４ 第 ２ 項 

税 地 の 所 轄 税 務 署 長 に 提 出 し た 第 ７ 項 の 内 国 法 人 が 、 同 条 第 １ 

                           第 
項                 の 承 認 を 受 け 、 又 は 法 
 若 し く は 同 法 第 81 条 の 24 の ３ 第 １ 項           第 

  321 条 の ８ 第 56 項 後 段 
に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 、 納 

321 条 の ８ 第 46 項 後 段 

46



市第 27 号 

 

税 申 告 書 の 提 出 期 限 の 前 日 ま で に 、 又 は 納 税 申 告 書 に 添 付 し て

当 該 提 出 期 限 ま で に 、 市 長 に 提 出 し た 場 合 に お け る 当 該 税 務 署 

      第 75 条 の ５ 第 １ 項 
長 が 法 人 税 法         の 規 定 に よ り 指 定 す る 期 間 （ 同 
      第 75 条 の ４ 第 １ 項 

条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 当 該 期 間 と し て 当 該 指 定 が あ っ た も の と 

                             
み な さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） 
            又 は 同 法 第 81 条 の 24 の ３ 第 １ 項 の 規 

                               
定 に よ り 指 定 す る 期 間 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 75  

                               
条 の ４ 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 当 該 期 間 と し て 当 該 指 定 が あ っ た も 

                 
内 に 行 う 第 ７ 項 の 申 告 に つ い て 

の と み な さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） 

も 、 同 様 と す る 。 

11  前 項 前 段 の 承 認 を 受 け よ う と す る 内 国 法 人 は 、 同 項 前 段 の 規

定 の 適 用 を 受 け る こ と が 必 要 と な っ た 事 情 、 同 項 前 段 の 規 定 に 

                  第 321 条 の ８ 第 57 項 
よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 期 間 そ の 他 法          の 
                  第 321 条 の ８ 第 47 項 

規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 同 項 の

規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 当 該 期 間 の 開

始 の 日 の 15 日 前 ま で （ 前 項 に 規 定 す る 理 由 が 生 じ た 日 が 同 条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 （ 法 人 税 法 第 74 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

法 人 税 に 係 る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 法 人 が 、 当 該 申 告 書 

                       第 321 条 の 
の 提 出 期 限 ま で に 提 出 す べ き も の に 限 る 。 ） 又 は 法       
                       第 321 条 の 

  ８ 第 31 項 若 し く は 第 35 項      
の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 期 

８ 第 ４ 項 、 第 19 項 若 し く は 第 23 項 

限 の 15 日 前 の 日 以 後 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 提 出 期 限 が 当 該

期 間 内 の 日 で あ る と き は 、 当 該 開 始 の 日 ま で ） に 、 こ れ を 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

12  第 10 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 内 国 法 人 は 、 第 ７ 項 の 申 告

に つ き 第 10 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と を や め よ う と す る と き 

         第 321 条 の ８ 第 63 項 
は 、 そ の 旨 そ の 他 法          の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 
         第 321 条 の ８ 第 53 項 
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令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。 

                           第 
13  第 10 項 前 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 内 国 法 人 に つ き 、 法 

                           第 

  321 条 の ８ 第 61 項 
の 処 分 又 は 前 項 の 届 出 書 の 提 出 が あ っ た と き 

321 条 の ８ 第 51 項 

は 、 こ れ ら の 処 分 又 は 届 出 書 の 提 出 が あ っ た 日 の 翌 日 以 後 の 第

10 項 前 段 の 期 間 内 に 行 う 第 ７ 項 の 申 告 に つ い て は 、 第 10 項 前 段

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 当 該 内 国 法 人 が 、 同 日 以 後 新

た に 同 項 前 段 の 承 認 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

14  第 10 項 後 段 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 内 国 法 人 に つ き 、 第 12  

              第 75 条 の ５ 第 ３ 項 若 し く は 第 ６ 
項 の 届 出 書 の 提 出 又 は 法 人 税 法 
              第 75 条 の ４ 第 ３ 項 若 し く は 第 ６ 

  項                             
項 （ 同 法 第 81 条 の 24 の ３ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 

    
の 処 分 が あ っ た と き は 、 こ れ ら の 届 出 書 の 提 出 又 は 処 分 が あ 

） 

っ た 日 の 翌 日 以 後 の 第 10 項 後 段 の 期 間 内 に 行 う 第 ７ 項 の 申 告 に

つ い て は 、 第 10 項 後 段 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 当 該 内

国 法 人 が 、 同 日 以 後 新 た に 同 項 後 段 の 書 類 を 提 出 し た と き は 、

こ の 限 り で な い 。 

    附  則 

（ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 

第 ９ 条  法 附 則 第 15 条 （ 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 、 第 ８ 項 、 第 19

項 、 第 30 項 、 第 34 項 、 第 38 項 、 第 39 項 並 び に 第 41 項 を 除 く 。 以 

                         第 63 条 
下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 第 15 条 の ２ 、 第 15 条 の ３ 、 
                         第 61 条 

  第 １ 項 又 は 第 64 条 
に 規 定 す る 固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 

第 １ 項 又 は 第 62 条 

税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 か ら 第 47 条 ま で 又 は 第

130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 法 附 則 第 15 条 か ら 

        第 63 条 第 １ 項 又 は 第 64 条 
第 15 条 の ３ ま で 、            の 規 定 に 規 定 す る 額 

          第 61 条 第 １ 項 又 は 第 62 条 
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  と す る 。 

    （ 第 ２ 項 か ら 第 12 項 ま で 省 略 ） 

    附 則 第 64 条 
 13  法      に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 零 と す る 。 
    附 則 第 62 条 

 

横 浜 み ど り 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

（ 法 人 の 市 民 税 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） 

第 ３ 条  平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 36 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 開 始 す 

                   
る 各 事 業 年 度            又 は 各 地 方 税 法 （ 昭 和 25 年 
      若 し く は 各 連 結 事 業 年 度 

      第 312 条 第 ３ 項 第 ３ 号 
法 律 第 226 号 ）           に 規 定 す る 期 間 （ 次 項 に お 

      第 312 条 第 ３ 項 第 ４ 号 

い て 「 期 間 」 と い う 。 ） に 係 る 法 人 の 市 民 税 の 均 等 割 の 税 率 は 、

市 税 条 例 第 26 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 表 の 左 欄

に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 右 欄 に 掲 げ る 額 に 、 当

該 額 に 100 分 の ９ を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 こ の 場 合

に お け る 同 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 前 項 」 と

あ る の は 、 「 横 浜 み ど り 税 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 」 と す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 

横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
                               

第 34 条 第 １ 項 中 第 ８ 号 を 第 ９ 号 と し 、 第 ７ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 

    
え る 。 

                               
   (8)  当 該 申 告 書 を 提 出 す る 者 が 単 身 児 童 扶 養 者 に 該 当 す る 場 合 に 

        
は 、 そ の 旨 

   附  則 
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 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

   削 除                           
   (4)    

 第 １ 条 の う ち 条 例 第 34 条 第 １ 項 中 第 ８ 号 を 第 ９ 号 と し 、 第 ７ 

                                 
    号 の 次 に １ 号 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ４ 項 の 規 定  令 和 ３ 

          
    年 １ 月 １ 日 

   （ 第 ５ 号 、 第 ６ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 
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